
令和８年度 自家用燃料供給施設整備支援事業助成金 

実 施 要 領 

 
令和８年３月３１日 

（公社）全日本トラック協会 

 

１．事業の趣旨 

低廉かつ安定的な燃料確保に取り組む会員トラック運送事業者（以下「会員事業者」

という）並びに会員事業者を主軸とするトラック運送事業協同組合・トラック運送事業

協同組合連合会（以下「協同組合・連合会」という）が、自家用燃料供給施設の新設も

しくは増設又は増設を伴う代替（以下「増設」という）を行う場合、都道府県トラック

協会（以下「地方ト協」という）を通じて費用の一部を助成するもの。 

 

２．予算額 

８,０００万円 

 

３．主な助成要件 

指定数量（１,０００リットル）以上の軽油を保管する専用タンクの設置を伴う自家

用燃料供給施設の新設もしくは増設又は増設を伴う代替を行い、令和８年４月１日～令

和９年２月２６日までに消防（市町村又は消防組合等）よる危険物取扱所の完成検査済

証の交付を受け、当該設備の支払いを完了するもの。（「支払の完了」には割賦契約に

より導入した場合の「割賦契約の締結及び物件の検収」を含む） 

 

４．助成対象者 

会員事業者及び会員事業者を主軸とする協同組合、連合会 

※交付申請は年度内１施設限りとする。 

※過去（平成２０～２６年度、平成２８年度～令和７年度）に全日本トラック協会（以

下「全ト協」という）から同事業による助成金の交付を受けた会員事業者、協同組合

・連合会は、助成対象外とする。 

 

５．助成金額 

軽油タンクの新設  １００万円 

軽油タンクの増設   ３０万円 

※ただし、公募期間内に申請金額が予算総額を超過した場合は、１件あたりの助成金

額を減額する場合がある。 

 

６．助成金申請の公募期間 

令和８年８月３日～令和８年１０月３０日 

※地方ト協から全ト協への最終受付日は、令和８年１１月５日（必着）とする。 

予算額に達した場合は、その時点で申請受付を終了する。 



 

７．交付決定通知（予定）日 

  （第１回）令和８年 ９月１８日 

  （第２回）令和８年１０月２０日 

  （第３回）令和８年１１月２０日 

  ※ 原則として前月末までに全ト協で受付をした申請については、上記のとおり決定

通知を行う予定。 

 

８．申請時必要書類 

 (１）自家用燃料供給施設整備支援事業助成金交付申請書 

（会員事業者は様式１、協同組合・連合会は様式３、様式２は地方ト協が作成） 

（２）(購入の場合)「工事請負契約書」又は「注文書・注文請書」の写し 

(割賦の場合)「割賦販売契約書」の写し 

※当該工事等の費用に係る金額内訳明細書（写）を添付のこと 

（３） ①新設「危険物取扱所設置許可申請書」及び「設置許可書」の写し 

②増設「危険物取扱所変更許可申請書」及び「変更許可書」の写し 

（４）「大規模災害時における緊急輸送車両への燃料供給に係る誓約書」（様式４） 

（５）（組合・連合会の場合） 

  ①法人の全部事項履歴証明書（写しでも可） 

  ②組合員名簿 

  ③組合案内等、組合の事業概要がわかる資料 

（６）（持株会社の場合） 

    ①自認書（持株会社用）（様式１－２） 

②持株会社及び会員事業者の直近確定申告書別表２（写） 

        

９．申請先 

・会員事業者：「所属する各都道府県トラック協会（地方ト協）」 

   ＜地方ト協を通して全ト協へ申請＞ 

・協同組合・連合会：（全ト協） 

   ＜必要に応じて全ト協は地方ト協と情報共有を行う＞ 

 

１０．実績報告 

交付決定を受けた会員事業者、協同組合・連合会は、当該設備の完成検査の後に、

実績報告を行うこと。 

（会員事業者：地方ト協宛て、協同組合・連合会：全ト協宛て） 

実績報告の期限は令和９年３月３日とする。 

実績報告書に下記１１に記載する報告書及び必要書類を添えて、期限までに各宛先に

提出のこと。 

※地方ト協から全ト協への最終受付日は令和９年３月８日（必着）とする。 

 



１１．実績報告時必要書類 

（１）自家用燃料供給施設整備支援事業助成金実績報告書 

（会員事業者は様式６－１、協同組合・連合会は様式６－３、様式６－２は地方ト協

が作成 

（２）施設整備に伴う以下の図面等の写し 

①危険物取扱所の全体概要図・平面図・立面図（タンク容量・油種を記載したもの） 

②危険物取扱所（所在地の記載を含む）の周辺地図、施設工事費用請求書及び明細書

の写し 

申請時に明細書を提出した場合で、施工業者の請求金額に変更ない場合には、実績

報告時での請求明細書の添付は省略しても可。 

（３）(購入の場合)「領収証」の写し 

(割賦の場合)「賦払金支払明細表（割賦契約の物件検収後に発行されるもの）」 

の写し 

（４）危険物取扱所の完成検査済証の写し 

（５）工事施工前、施工中、完成後の写真（それぞれ施設全体が把握できるもの） 

 

１２．本制度での「新設」「増設」の区分の考え方について 

   原則として、消防法による「危険物製造所等の設置・変更許可書」により以下のと

おり判断する。 

   ・設置許可書：「新設」で申請 

   ・変更許可書：「増設」で申請 

 

１３．その他 

本事業の助成対象となった会員事業者並びに組合・連合会は、本助成要綱並びに「

大規模災害時における緊急輸送車両への燃料供給に係る要綱」に基づき、緊急時にお

いて全ト協等の要請に応じて燃料を優先的に供給する旨の誓約書を提出しなければ

ならない。 

 

以 上 


